
募集品目
【リサイクル製品】
（１）再生資源を含有したコンクリート
（２）再生資源を含有したコンクリート

二次製品
（セメントコンクリート二次製品）

（３）再生資源を含有した外装材
（４）植生基材
（５）木質系資材（土木建設資材）
（６）木質系資材（その他）
（７）普通肥料
（８）特殊肥料
（９）紙類
（10）バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)
（11）バイオディーゼル燃料(B100)
（12）プラスチック製品
（13）廃石膏を使用した製品
【CE促進事業】
※CE：サーキュラーエコノミーの略称

（１）環境配慮設計
（２）サービス事業
※制度に関する詳細（要綱等）は県庁のホーム
ページから確認できます。

申請書類等

〇認証申請書
申請書に必要な添付書類を添えて、
以下の窓口に２部提出してください。

〇申請手数料
無料です。ただし、申請に係る品質
確認検査等に要する費用は申請者の負
担になります。
※申請書様式等は県庁のホームページから
ダウンロードできます。申請手続きについ
て詳しくは「認証申請の手引き」でご確認
ください。
＜県庁ホームページ＞
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/942
96.html

【お問い合わせ・申請受付窓口】

熊本県環境生活部 環境局 循環社会推進課（県庁新館５階）
〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
電話：０９６－３３３－２６２８ ＦＡＸ：０９６－３８３－７６８０

メール(相談のみ)：junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp

〇土曜、日曜及び祝祭日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分までです。
〇原則、郵送による申請をお願いします。持参により申請される場合は、電話
で日時の予約をお願いします。

〇電子メールによる申請は受け付けておりません。

熊本県では、平成３０年度より「熊本県リサイクル製品認証制度」により県が
定めた品質及び環境安全性等の基準に適合した県内産リサイクル製品を認証し、
その利用を促進してきましたが、令和８年度より、「環境配慮設計」や「サービ
ス事業」にも認証対象を広げ、「熊本県サーキュラーエコノミー認証制度」とし
て制度を改正して実施いたします。

申請受付
期間

令和８年５月１日（金）～８月３１日（月）

募集のお知らせ

熊本県サーキュラーエコノミー認証


	スライド 1

